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DC加入者数は約4500名。社員の４人に３人がDCを選択している

2019年１月１日にアルプス電気とアルパインが経営統合し、新たなスタートを切った「アルプスアルパイン」。両社が経営を

一体化して結束力を強めることで、これまで培ってきた技術・ノウハウを相互に活用し、持続的な成長およびシナジーの創出

に向けて動き始めている。

「新会社としてスタートしましたが、DC制度のしくみや規約等については、経営統合後も特に変更はありません」と、アル

プスアルパインの人事部グループマネージャー、小宮千春氏は話す。

「もともとアルプス電気とアルパインは、同様の退職金制度を導入し

ており、DC制度についても同じ規約、商品構成で運営されていまし

た。そのため、今回の経営統合によるDCに関する手続きとしては、

社名変更のみの届け出だけで終わりました」。

アルプスアルパインは2005年、従来からある退職金・企業年金制度

の一部という位置付けでDC制度を導入した。現在の同社の退職給付

金制度は、DB（確定給付企業年金）：70％、DC：30％（前払いとの

選択制）で構成されている。

DC加入者数は約4500名（※旧アルプス電気の人数）。全社員のうち

４人に３人が前払いではなく、DCを選んで運用している。
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「無関心・無理解→無行動」の 
連鎖を断ち切る。 

「将来リスクの蓄積」を予防するために、
常にベストな継続教育を模索し続ける

【連載】DC制度運営を支える担当者たち〈第４回〉

� 小宮�千春氏

加入者の「無関心・無理解→無行動」という連鎖を断ち切ることを目標に、DCの投資教育において新しい施策を打
ち出す「アルプスアルパイン」。具体的にどのような取り組みを行っているのか。同社のDC制度運営をけん引する、
人事部グループマネージャーの小宮千春氏にお話を伺った。

アルプスアルパインのプロフィール

本社：東京都大田区
業務：電子部品・車載情報機器の開発・製造・販売など
従業員数：４万2289名（連結／2018年３月末現在）
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DCの運用商品は計14本（元本確保型：５本、投資信託：９本）。資産

配分の状況（運用残高ベース）を見ると、元本確保型：53％、投資信

託：47％（2018年３月時点）という比率になっている。

「年代別の商品選択を集計してみると、投資信託の比率が最も高いのが

40代。30代から40代になるにしたがって投資信託の比率が高まり、定

年退職が近くなる50代になると若干低くなっている。これは資産配分

のリバランスができていると言えて、いい傾向だと分析しています。

ただ、20代の投資信託の比率が最も低いのが気になっています。もう

少しリスクがとれる年代だと思うので、今後の課題と考えています」

（小宮氏）。

「PDCA」のサイクルを回しながら、継続教育を推し進める

アルプスアルパインのDC制度運営において特筆すべきなのが、制度導入時から10年以上にわたって毎年継続教育セミナーを

実施していることと、その継続教育を「PDCA」（PLAN（計画）→DO（実行）→CHECK（検証）→ACTION（改善））の

サイクルを回しながら推し進めている点だ。

「私たちは、『無関心・無理解→無行動』の連鎖で生じる『将来リスクの蓄積』を予防することが大事だと考えています。そ

のためにも、継続教育において常に工夫を凝らした取り組みを続ける必要があると認識しているのです」（小宮氏）。

同社の継続教育のこれまでの取り組みは「第１期」「第２期」「第３期」の3つのステージに分けられる。

● �第１期（2005年〜2009年）�
拠点ごとの人員構成に応じた継続教育を計画・実施

まず、制度導入当初の第１期（2005年〜2009年）には、加入者をDC制度や運用商品についての理解度（金融リテラシー）

に応じて、初級・中級・上級の３つのカテゴリーに分けて、拠点ごとに継続教育のセミナーを実施してきた。

「当社内の拠点ごとで社員の人数・年齢の構成はバラつきがあります。本社や研究開発が中心の拠点で求められるニーズと、

生産が中心の拠点で求められるニーズとでは実施するべき教育内容も異なります。第１期ではそれぞれの拠点の人員構成に応

じた継続教育を設計・実施しました」（小宮氏）。

● �第２期（2010年〜2014年）�
グループ会社のFPを講師に立てて「統一教育」を実施

継続教育を続けていくうちに小宮氏は、セミナーの開催頻度・時間数などに違いがあることで、社員の理解度にバラつきが出

てきたことに問題を感じたという。

「この頃、リーマン・ショックが起こるなど金融環境において大きな変化もあり、改めて運用環境について知ること、正しい

金融知識を身につけることの大切さ、資産形成の重要性を認識しました。こういった内容は、全事業所共通で継続教育を実施

した方がよいと考えました」。

そこで2010年から、各拠点の希望者に向けて『統一教育』の定例セミナーを全事業所で行うことになった。開催時間は定時

後の1.5〜２時間程度。講師は、金融事業を取り扱う同社のグループ会社「アルプスファイナンスサービス」に所属するFP
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（ファイナンシャル・プランナー）が担当していた。

毎年３月末時点のDCの残高明細が翌月４月頃に運営管理機関から送られてくるので、そのタイミングに合わせて定例セミ

ナーを実施している。セミナーのプログラムは主に「投資の基礎知識と運用商品について」「インターネットサイトの見方」

「加入者レポートの見方」などだ。

● �第３期（2015年〜）�
社員の生の声を制度運営に活かし、DC担当者の理解度低下を防ぐため�
「講師の内製化」を実施

2010年〜2014年のセミナー受講者数は累計で約1000名にも上った。ただここで小宮氏が懸念するようになったのは「セミ

ナー出席者の固定化」だ。

「DCのことが分かる人はどんどん分かっていきますし、分からない人は分からないままです。また、DCの継続教育のプロ

グラムは同じ内容で実施していることが多いので、分かる人にも飽きられてしまう。いずれにせよ、時が経つほど社員の間で

DCの理解度にバラつきが出てしまうのです」。

さらに、「DC担当者の理解度の低下」についても懸念するようになったという。

「私たち担当者はDC制度のことが徐々に分からなくなってきているのではないかと思うようになりました。制度運営は私た

ち担当者が行うのですが、継続教育はグループ会社に任せており、私たちが行っているわけではない。そのため、『社員から

DCについて質問されても分からない』といったことが出始めているのではないか、現場で困っていることが分からなくな

り、積極的な意見・提案が出なくなるのではないか、と危機感を覚えました」（小宮氏）。

そこで2015年から、人事・総務担当者が講師を務める体制作りを計画し、2016年からは継続教育について社内講師へ切り替

えを開始した。いわゆる「講師の内製化」だ。

本社を含めた各拠点から人事・総務担当者を集めて、講師養成の

ためのセミナーを行い、DC制度の仕組みや運用商品のラインアッ

プなど、必要最低限の知識・スキルを身につけてもらうようにし

ている。

「人事・総務担当者が直接、社員から問い合わせを受けることは、

社員のニーズを把握する上でとても大事なことだと思っています。

そのときに適切に答えられなくて、『コールセンターに電話してく

ださい』と返答してしまうことは避けたいですね」（小宮氏）。

小宮氏の計画はこれだけに留まらない。近い将来、継続教育の�

Eラーニングを実施すべく企画を進めているという。

「定期的に実施するセミナーだけでなく、いつでも受講できる機会を作りたいと思っています。そのためにもイントラネット

を作って、そこにPDFの資料や動画を置いておき、いつでも閲覧できるようにしたいと考えています」。

さらにアルプスアルパインが新たに始めた取り組みが「マッチング拠出」の導入だ。

「労使の福利厚生における話し合いの中で、加入者にとってマッチング拠出のニーズが少なからずあることが分かりまし

た。DC運用および社員の資産形成支援の選択肢を広げる意味も含めて、2017年10月にマッチング拠出を導入しました」

（小宮氏）。
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導入して１年半が経つが、マッチング拠出を選択する割合はDC加入者全体の約７％だという。しかし小宮氏は「まだまだ伸

びしろがある」と話す。

「確かに７％はまだまだ少ない数字ですが、年代別で見ると、若い20代から年齢が上の50代まで満遍なくマッチング拠出を

利用していることが分かりました。若い年代を中心に働きかけて、マッチング拠出の選択割合を伸ばしていきたいですね」。

「事業主の『忠実義務』をどう突き詰めていくか」が�
DC担当者に求められる

小宮氏は自身の仕事について、同社で定める「行動指針」に立ち返って取り組んでいるという。

「当社では中期経営計画を策定する際に『行動指針』も定めます。行動指針は、全社レベルでも社員個人レベルでも企業行動

において期待される、当社からの“メッセージ”です。私はこの行動方針をベースに置いて、これを常に意識しつつ、DCを

はじめとする人事の業務に取り組むよう心がけています」。

最後に小宮氏は、DC業務に取り組む担当者の方に向けての

メッセージとして、「忠実義務」の重要性について語ってくれた。

「私が現在考えているのが、『忠実義務』をどう突き詰めてい

くか、ということです。確定拠出年金法（第43条第１項）では

事業主の忠実義務が定められていますが、では具体的に何をし

たらいいのか、これから行おうとしていることが忠実義務に当

たるものかどうかを、判断していく必要があると思っています。

そのためにも、事業主が行いたいことだけではなくて、加入者

のために何を行うべきことなのかをよく考えた上で、積極的

に取り組んでいくことがDC担当者の方に求められると思い

ますよ」。�

記事に関するご意見・ご感想やDCに関するお取り組み等については

までお願いいたします。

dcjoho@npo401k.org

アルプスアルパインのDC制度運営に取り組む小宮氏と小松和規氏
（写真右／人事部主査）


